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(57)【要約】
【課題】運転支援の対象とする車両に後続する車両につ
いてもその円滑な走行を促すことのできる運転支援装置
を提供する。
【解決手段】運転支援部１３０は、車載通信機１１０を
通じて、運転支援の対象とする車両Ｃに後続する後続車
両が経済性の高い走行状態にあるか否かを識別可能な走
行情報を取得する。また、運転支援部１３０は、後続車
両から取得された走行情報に基づき、後続車両にて経済
性の高い車両操作が行われているか否かを識別する。そ
して、運転支援部１３０は、後続車両にて経済性の高い
車両操作が行われていると識別できたとき、経済性の向
上に寄与する運転支援を実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両操作にかかる運転支援を行う運転支援装置において、
　当該運転支援の対象とする車両に後続する後続車両の走行情報を取得する走行情報取得
部と、
　前記走行情報取得部にて取得された走行情報に基づき後続車両の走行状態を識別すると
ともに、該識別した後続車両の走行状態を加味して、先行する当該車両に対する運転支援
を行う運転支援部と、を備える
　ことを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　前記後続車両から取得される走行情報は、前記後続車両が経済性の高い走行状態にある
か否かを示す情報である
　請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
　前記後続車両から取得される走行情報は、前記後続車両での運転支援態様を示す情報、
及び前記後続車両と前記運転支援部にて運転支援の対象とすべき当該車両との車間距離を
示す情報、及び前記後続車両の速度を示す情報、及び前記後続車両の加速度を示す情報の
少なくとも１つである
　請求項１または２に記載の運転支援装置。
【請求項４】
　前記後続車両は、前記運転支援の対象とする車両に後続する複数台の車両であり、
　前記運転支援部は、運転支援の対象とする車両に後続する複数台の車両から取得した走
行情報をもとに、それら複数台の車両の中で経済性に基づく運転レベルが最小となる車両
を特定し、該特定した車両の運転レベルに追従する態様で当該運転支援の対象とすべき車
両に対する運転支援を実行する
　請求項１～３のいずれか一項に記載の運転支援装置。
【請求項５】
　前記運転支援部は、前記走行情報取得部にて取得された走行情報に基づき運転支援の対
象とする車両に後続する後続車両が経済性の高い走行状態にあると識別できたとき、運転
支援の対象とする車両に対して経済性の向上に寄与する運転支援を実行する
　請求項１～４のいずれか一項に記載の運転支援装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の運転支援装置において、
　経済性の向上に寄与する運転支援を実行するか否かを選択的に入力可能な入力部をさら
に備え、
　前記運転支援部は、前記入力部を通じて経済性の向上に寄与する運転支援が選択されて
いることを条件として、前記経済性の向上に寄与する運転支援を実行する
　ことを特徴とする運転支援装置。
【請求項７】
　前記走行情報取得部は、運転支援の対象とする車両に搭載された車載通信機からなり、
　前記車載通信機は、車両の走行情報が収集されるセンターとの無線通信を通じて、前記
後続車両の走行情報を取得する
　請求項１～６のいずれか一項に記載の運転支援装置。
【請求項８】
　前記走行情報取得部は、運転支援の対象とする車両に搭載された車載通信機からなり、
　前記運転支援部は、当該車両に搭載された車載通信機と後続車両に搭載された車載通信
機との間での無線通信を通じて前記後続車両の走行情報を取得する
　請求項１～６のいずれか一項に記載の運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、車両の運転操作を支援する運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、車両に搭載されるナビゲーションシステム等では、出発地点から目的地点まで
の経路案内が音声や画像等により行われている。また近年、燃料消費量の低い車両操作、
換言すれば、経済性の高い車両操作を実現するためのガイド情報を提供する運転支援装置
の開発も進められている。
【０００３】
　そして従来、こうした運転支援装置としては、例えば特許文献１に見られるように、自
車両周辺の経路図に表示される道路勾配等の交通要素に減速開始位置や走行速度等を示す
ガイド情報を関連付けする装置がある。しかも、この特許文献１に記載の装置では、上記
交通要素と同交通要素に関連付したガイド情報とを、車室内に設けられた表示装置に表示
される地図上に可視表示するようにしている。このような運転支援装置によれば、例えば
ドライバにより設定された目的地に向かう経路中に存在する登り坂や下り坂等の各種交通
要素とともに、各経路を走行する際の燃料消費量を低減可能な走行速度や減速度等を示す
ガイド情報が表示装置に可視表示される。このため、ドライバはこの表示装置に表示され
るガイド情報に従って車両操作を行うようにすることで、自ずと燃料消費量の低減が図ら
れるようになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２９２３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、燃料消費量を低減することのできる経済性の高い車両操作としては、一般に
、慣性により車両の走行状態が維持されることを利用した停止位置や減速位置に向かう途
中での早めのアクセルオフや、車両の発進時等における緩やかな加速操作等が挙げられる
。しかし一方で、このように経済性を考慮した車両操作を全てのドライバが行っていると
は限らず、経済性の高い車両操作が全てのドライバの意思に沿った車両操作であるとも限
らない。このため、例えば運転支援の対象とする車両に後続する後続車両が存在するよう
な状況においては、運転支援に従った自車両の走行速度や加速度等の走行状態と自車両に
後続する後続車両の走行状態との相違に起因して、後続車両のドライバによっては不要な
位置での減速操作が必要になるなど、後続車両の円滑な走行を阻害することにもなりかね
ない。
【０００６】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、運転支援の対象
とする車両に後続する車両についてもその円滑な走行を促すことのできる運転支援装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、上記課題を解決するための手段及びその作用効果について記載する。
　請求項１に記載の発明は、車両操作にかかる運転支援を行う運転支援装置において、当
該運転支援の対象とする車両に後続する後続車両の走行情報を取得する走行情報取得部と
、前記走行情報取得部にて取得された走行情報に基づき後続車両の走行状態を識別すると
ともに、該識別した後続車両の走行状態を加味して、先行する当該車両に対する運転支援
を行う運転支援部と、を備えることを要旨とする。
【０００８】
　上記構成によれば、運転支援の対象とすべき車両に対する運転支援に際し、同車両に後
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続する後続車両の走行情報が走行情報取得部により取得される。そして、この取得された
走行情報に基づき、運転支援の対象とする車両に後続する後続車両の走行状態が識別され
、この識別された後続車両の走行状態を踏まえて、先行する当該車両に対する運転支援が
実行される。このため、後続車両の走行状態が先行する当該車両、すなわち運転支援装置
が搭載される車両との関係で、例えば経済性を向上可能な運転支援の実行に適した走行状
態となっているときに、同先行する当該車両に対して例えば経済性を向上可能な運転支援
が実行される。これにより、後続車両に配慮した運転支援が実行されるようになり、運転
支援の対象とする車両に後続する車両についてもその円滑な走行を促すことができるよう
になる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の運転支援装置において、前記後続車両から
取得される走行情報は、前記後続車両が経済性の高い走行状態にあるか否かを示す情報で
あることを要旨とする。
【００１０】
　上記構成によれば、上記走行情報取得部にて取得された走行情報に基づいて、運転支援
の対象とすべき車両に後続する後続車両が経済性の高い走行状態にあるか否かを容易に識
別することができる。このため、運転支援部は、例えば、上記取得された走行情報の参照
を通じて後続車両が経済性の高い走行状態にあると識別できたことをもって、運転支援の
対象とすべき車両に対する運転支援を実行することができる。これにより、運転支援部は
、後続車両から取得した走行情報を解析等するまでもなく、後続車両にて経済性の高い車
両操作が行われているか否か、換言すれば、先行する当該車両に対して運転支援を実行す
べきか否かを容易に判定することができるようになる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の運転支援装置において、前記後続
車両から取得される走行情報は、前記後続車両での運転支援態様を示す情報、及び前記後
続車両と前記運転支援部にて運転支援の対象とすべき当該車両との車間距離を示す情報、
及び前記後続車両の速度を示す情報、及び前記後続車両の加速度を示す情報の少なくとも
１つであることを要旨とする。
【００１２】
　上記構成によれば、例えば、運転支援の対象とする車両に後続する後続車両にも運転支
援装置が搭載されているときには、同運転支援装置による運転支援態様を示す情報が後続
車両の走行情報として取得される。そして、上記運転支援部では、この取得した情報に基
づき、後続車両に搭載された運転支援装置にて後続車両の経済性を向上可能な運転支援が
実行されているか否か、すなわち、後続車両にて経済性を意識した車両操作が行われてい
るか否かを識別することができる。また、車両操作にかかる経済性とは、特に、車両の速
度や加速度に大きく影響されるものであり、上記走行情報によって示される後続車両の速
度や加速度が所定の範囲内にあるときには、同後続車両の車両操作にかかる経済性が高い
状態にあると識別することができる。
【００１３】
　そこで、上記構成によるように、後続車両に搭載された運転支援装置による運転支援態
様を示す情報や、後続車両の速度や加速度を示す情報を後続車両から取得することとすれ
ば、この取得した情報に基づく所定の演算を通じて、後続車両の走行状態を識別すること
ができる。
【００１４】
　また、運転支援の対象とする車両と同車両に後続する後続車両との車間距離が十分に長
く存在するときには、たとえ後続車両にて経済性の高い車両操作が行われていなくても、
先行する車両側での車両操作が後続車両に与える影響は小さい。すなわちこの場合には、
運転支援部による運転支援を実行しても、後続車両の円滑な走行を維持することはできる
。一方、運転支援の対象とする車両と同車両に後続する後続車両との車間距離が短いとき
には、先行する当該車両にて例えば経済性の高い車両操作が行われていると、このような
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車両操作が後続車両に与える影響は大きく、後続車両の円滑な走行を阻害する可能性すら
ある。
【００１５】
　そこで、上記構成によるように、運転支援の対象とする車両と後続車両との車間距離を
示す情報を取得するとともに、この取得した車間距離を示す情報を加味して運転支援を行
うこととすれば、例えば経済性を向上し得る運転支援の実行の可否を車間距離の観点から
決定することができる。
【００１６】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の運転支援装置において
、前記後続車両は、前記運転支援の対象とする車両に後続する複数台の車両であり、前記
運転支援部は、運転支援の対象とする車両に後続する複数台の車両から取得した走行情報
をもとに、それら複数台の車両の中で経済性に基づく運転レベルが最小となる車両を特定
し、該特定した車両の運転レベルに追従する態様で当該運転支援の対象とすべき車両に対
する運転支援を実行することを要旨とする。
【００１７】
　車両操作にかかる経済性とは通常、ドライバの運転技量や同車両操作を支援する運転支
援装置の仕様等によっても変化するものであり、複数台の後続車両が存在するときには、
各車両の経済性に基づく運転レベルも相違することが多い。そして、例えば運転支援の対
象とする車両のドライバに対する運転支援を通じて実現可能な経済性に基づく運転レベル
が、後続車両のうちの或る車両の経済性に基づく運転レベルを超えていたときには、こう
した運転レベルの相違に起因して、運転レベルの低い後続車両の円滑な走行を妨げること
にもなりかねない。
【００１８】
　この点、上記構成によれば、運転支援の対象とする車両の進行方向後方に複数台の後続
車両が存在するときには、上記運転支援部による運転支援が、複数台の後続車両の中で経
済性に基づく運転レベルが最小となる車両に追従する態様で実行される。これにより、運
転支援の対象とする車両に後続車両が複数台存在する場合であれ、それら後続車両の円滑
な走行が促されるようになる。
【００１９】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか一項に記載の運転支援装置において
、前記運転支援部は、前記走行情報取得部にて取得された走行情報に基づき運転支援の対
象とする車両に後続する後続車両が経済性の高い走行状態にあると識別できたとき、運転
支援の対象とする車両に対して経済性の向上に寄与する運転支援を実行することを要旨と
する。
【００２０】
　上記構成によれば、運転支援の対象とすべき車両に後続する後続車両の走行状態が経済
性の高い状態にあることを条件として、上記運転支援部による運転支援が実行される。こ
れにより、後続車両にて経済性が考慮された車両操作が行われていないときには、上記運
転支援部による運転支援は実行されず、同運転支援に伴って後続車両の走行状態を変化さ
せることもない。また、これにより、上記運転支援部による運転支援時には、運転支援の
対象とする車両と同車両に後続する後続車両との双方にて経済性の高い車両操作が促され
るようになり、後続車両を含めた経済性の向上や交通流の円滑化が図られるようになる。
【００２１】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれか一項に記載の運転支援装置において
、経済性の向上に寄与する運転支援を実行するか否かを選択的に入力可能な入力部をさら
に備え、前記運転支援部は、前記入力部を通じて経済性の向上に寄与する運転支援が選択
されていることを条件として、前記経済性の向上に寄与する運転支援を実行することを要
旨とする。
【００２２】
　運転支援の対象とする車両においても、そのドライバによっては、例えば経済性の高い
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運転支援を意図しているとは限らず、また、同一のドライバであっても経済性の高い車両
操作を常時意図しているとは限らない。このため、上記運転支援部による運転支援が必ず
しも運転支援の対象とすべき車両のドライバの意図に沿ったものとは限らない。
【００２３】
　そこで、上記構成によるように、上記運転支援部による経済性を向上させ得る運転支援
の要否を、入力部を通じたドライバ等による選択結果に基づいて決定する。これにより、
後続車両の走行状態のみならず、運転支援の対象とする車両のドライバ等の意図も加味し
た運転支援の提供が可能となる。
【００２４】
　なお、本発明は、請求項５にかかる発明に適用して特に有効であり、この場合には、運
転支援の対象とすべき車両のドライバ等と、同車両に後続する後続車両のドライバとの双
方の意図に沿った運転支援が実行されるようになる。
【００２５】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれか一項に記載の運転支援装置において
、前記走行情報取得部は、運転支援の対象とする車両に搭載された車載通信機からなり、
前記車載通信機は、車両の走行情報が収集されるセンターとの無線通信を通じて、前記後
続車両の走行情報を取得することを要旨とする。
【００２６】
　上記構成によれば、運転支援対象とする車両に搭載された車載通信機と上記センターと
の無線通信を通じて、後続車両の走行情報を取得することが可能となる。これにより、運
転支援の対象とする車両は、上記運転支援部による運転支援を実行する上で上記センター
との間での無線通信を行うだけでよく、不特定多数に存在する車両との通信を行う必要も
ない。
【００２７】
　請求項８に記載の発明は、請求項１～６のいずれか一項に記載の運転支援装置において
、前記走行情報取得部は、運転支援の対象とする車両に搭載された車載通信機からなり、
前記運転支援部は、当該車両に搭載された車載通信機と後続車両に搭載された車載通信機
との間での無線通信を通じて前記後続車両の走行情報を取得することを要旨とする。
【００２８】
　上記構成によれば、運転支援の対象とする車両に搭載された車載通信機と後続車両に搭
載された車載通信機との間での無線通信を通じて、後続車両の走行情報を取得することが
可能となる。これにより、運転支援の対象とする車両では、例えば、限定された必要最小
限の通信範囲にて通信が成立した車両から走行情報を受信するだけでよく、通信範囲の縮
小化が図られるようになるとともに、後続車両を容易に特定することができるようになる
。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明にかかる運転支援装置の第１の実施形態について、同運転支援装置の概略
構成を示すブロック図。
【図２】同運転支援装置による運転支援手順を示すフローチャート。
【図３】運転支援の対象とする車両と同車両に後続する後続車両との関係を模式的に示す
図。
【図４】本発明にかかる運転支援装置の第２の実施形態について、同運転支援装置の概略
構成を示すブロック図。
【図５】同運転支援装置による運転支援レベルの決定手順を示すフローチャート。
【図６】運転支援の対象とする車両と同車両に後続する複数台の後続車両との関係を模式
的に示す図。
【図７】本発明にかかる運転支援装置の第３の実施形態について、同運転支援装置の適用
例を、運転支援の対象とする車両と同車両に後続する後続車両との関係とともに示す図。
【発明を実施するための形態】
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【００３０】
　（第１の実施の形態）
　以下、本発明にかかる運転支援装置を具体化した第１の実施の形態について図１～図３
を参照して説明する。
【００３１】
　図１に示すように、本実施の形態の運転支援装置が搭載される車両Ｃには、路車間通信
や車車間通信を実現する車載通信機１１０が搭載されている。
　車載通信機１１０は、例えば、赤外線などの光信号により道路に設けられる光ビーコン
アンテナ１１１や無線通信機能を有した他車両と通信を行う通信装置である。光ビーコン
アンテナ１１１は、例えば信号機が設けられた交差点の手前数百メートルの位置に設置さ
れている。光ビーコンアンテナ１１１は、交差点までの距離や交差点に設けられた信号機
の信号サイクルや道路線形等の情報を、インフラ（インフラストラクチャー）情報信号と
して送信する。そして、車載通信機１１０は、光ビーコンアンテナ１１１から送信される
インフラ情報信号を受信するとともに、この受信したインフラ情報信号を車両Ｃのドライ
バに対する運転支援を実行する運転支援部１３０に出力する。
【００３２】
　なお、インフラ情報信号には、光ビーコンアンテナ１１１が設けられている交差点形状
、曲率、勾配、車線数等の道路の道路状況や、道路に付随した付随情報、地上設備等によ
り検出された交差点周辺の他車両などの移動体情報も含まれる。
【００３３】
　また、車載通信機１１０は、光ビーコンアンテナ１１１を介して、ＶＩＣＳ（登録商標
）センターから配信される道路交通情報を受信する。この道路交通情報は、例えば、渋滞
区間、渋滞度等の渋滞情報、通行止め等の通行規制情報等が含まれている情報である。
【００３４】
　さらに、車載通信機１１０は、同車載通信機１１０が搭載されている車両Ｃの周辺に存
在する他車両との無線通信を通じて各種情報の授受を行うとともに、他車両から受信した
情報を運転支援部１３０に出力する。本実施の形態では、例えば、車両Ｃの進行方向後方
に後続する後続車両と車載通信機１１０との無線通信を通じて、同後続車両の走行速度、
加速度、同後続車両と車両Ｃとの車間距離を示す情報等が取得される。また、本実施の形
態では、例えば、車両Ｃの進行方向前方を走行する先行車両との無線通信を通じて、車両
Ｃに対する運転支援の実行状態を示す情報が同車両Ｃからその先行車両に送信されるよう
になっている。
【００３５】
　また、車両Ｃの車室内には、同車両Ｃのドライバ等により運転支援の要否が選択的に入
力される入力部１２０が設けられている。入力部１２０は、例えば、カーナビゲーション
システムを構成する液晶ディスプレイ付近に設けられたスイッチにより構成されており、
例えば、このスイッチのオン／オフの切替を通じて、「運転支援モード」及び「非運転支
援モード」が選択される。なお、「運転支援モード」は、運転支援が実行されるモードで
あり、「非運転支援モード」は、運転支援が実行されないモードである。そして、入力部
１２０は、車両Ｃのドライバ等により運転支援の要否が選択されると、この選択結果を運
転支援部１３０に出力する。
【００３６】
　また、車両Ｃには、道路地図データ１４０が登録されているカーナビゲーションシステ
ム（図示省略）が搭載されている。このカーナビゲーションシステムに登録されている道
路地図データ１４０は、地図に関する情報であり、地図表示用データ、経路探索用データ
、誘導データ（交差点名称・道路名称・方面名称・方向ガイド施設情報など）などから構
成される。また、道路地図データ１４０には、道路の形状、道路における交差点や横断歩
道の情報などの道路付属情報が含まれている。具体的には、道路付属情報として、信号機
が設けられた交差点の位置、一時停止位置、踏切、道路の道路形状、トンネル、横断歩道
、路面状態などの情報が含まれる。本実施の形態では、こうした道路地図データ１４０が
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、運転支援部１３０による運転支援に際して用いられるようになっている。
【００３７】
　一方、運転支援部１３０は、運転支援選択演算部１３１及び運転支援態様演算部１３２
を備えて構成されている。
　運転支援選択演算部１３１は、車載通信機１１０を介して取得した後続車両に関する情
報と入力部１２０から入力された運転支援の要否に関する情報とに基づいて、車両Ｃでの
運転支援を実行するか否かを選択する演算を行う。本実施の形態の運転支援選択演算部１
３１は、例えば、車両Ｃの後続車両から取得した同後続車両の走行速度、加速度を示す情
報に基づき、同後続車両にて経済性の高い車両操作、いわゆる省燃費運転が実行されてい
るか否かを判定する。そして、本実施の形態の運転支援選択演算部１３１は、この判定結
果をもとに後続車両にて経済性の高い車両操作が行われていると認識し、かつ、入力部１
２０を通じて車両Ｃのドライバにより「運転支援モード」が選択されていると認識したと
きに、運転支援の実行が必要であると判定する。その後、運転支援選択演算部１３１は、
この判定結果を運転支援態様演算部１３２に出力する。
【００３８】
　運転支援態様演算部１３２は、運転支援選択演算部１３１から運転支援の実行が必要で
ある旨の判定結果が入力されると、車両Ｃのドライバに対して実行すべき運転支援態様を
演算する。本実施の形態の運転支援態様演算部１３２は、省燃費運転を支援する運転支援
要素１５０の制御値を求める。この制御値の算出に際し、運転支援態様演算部１３２は、
上記車載通信機１１０から取得されたインフラ情報信号や上記道路地図データ１４０をも
とに、車両Ｃの周辺に存在する一時停止交差点、信号交差点、急カーブ等、車両Ｃの減速
や停止等が必要になる交通要素を認識する。そして、運転支援態様演算部１３２は、例え
ば、車両Ｃの進行方向前方に信号交差点が存在している旨認識すると、同信号交差点に設
けられている信号機の信号サイクルを上記インフラ情報信号から取得する。次いで、運転
支援態様演算部１３２は、この取得した信号サイクルと同信号交差点から車両Ｃまでの距
離と車両Ｃの走行速度とをもとに、同信号交差点に車両Ｃが到達するときの信号機の現示
を予測する。そして、運転支援態様演算部１３２は、例えば、走行中の車両Ｃが信号交差
点に到着するときには信号機の現示が例えば青現示から赤現示に推移することになると予
測すると、運転支援要素１５０の制御を通じて車両Ｃのドライバに減速を促すべく、同運
転支援要素１５０の制御値を求める。
【００３９】
　運転支援要素１５０は、例えば、エンジン制御装置１５１、ブレーキ制御装置１５２、
表示装置１５３、及び音声装置１５４によって構成されている。
　エンジン制御装置１５１は、車両のエンジンの運転制御を行う装置であって、ＣＡＮ（
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの車載ネットワークを介して運転支援
部１３０と通信可能に接続されている。エンジン制御装置１５１には、アクセル踏込量を
検出するアクセルセンサや吸入空気量を検出するセンサ等が接続されるとともに、スロッ
トルバルブの駆動回路、燃料噴射弁の駆動回路等の各種機器の駆動回路が接続されている
。そして、エンジン制御装置１５１は、上記各センサから入力した検出信号に基づいて把
握されるエンジンの運転状態等を認識するとともに、上記各種機器の駆動回路に指令信号
を出力する。また、本実施の形態のエンジン制御装置１５１は、運転支援部１３０から省
燃費運転のための制御値が入力されると、同制御値のもとにエンジンの運転制御を行うこ
とにより、エンジンオフやエンジンブレーキ等を利用した自動運転等による省燃費運転を
実行する。なお、エンジンオフによる省燃費運転に際しては、例えば、車両Ｃのトランス
ミッションがニュートラルに変更されることにより、車両Ｃの慣性を利用した減速、停止
が行われる。
【００４０】
　ブレーキ制御装置１５２は、各種センサからの信号に基づいて車両Ｃのブレーキ装置の
制御を通じて当該車両Ｃに制動力を発生させる装置であって、ＣＡＮなどの車載ネットワ
ークを介して運転支援部１３０と通信可能に接続されている。具体的には、ブレーキ制御
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装置１５２は、車速センサからの信号に基づいて把握される車両の速度、ブレーキセンサ
からの信号等に基づいて要求される制動力を算出してブレーキを制御する。また、本実施
の形態のブレーキ制御装置１５２は、運転支援部１３０から省燃費運転のための制御値が
入力されると、同制御値のもとにブレーキを制御することにより、制動力を補助的に付与
する減速支援や自動運転を通じた減速支援を通じて省燃費運転を実行する。
【００４１】
　表示装置１５３は、例えば液晶ディスプレイによって構成され、車室内のセンターコン
ソール付近に設置される。この表示装置１５３には、運転支援部１３０から地図表示の画
像データが入力される。また表示装置１５３には、省燃費運転を支援するための制御値と
して、アクセルのオフやブレーキのオン等を促す運転支援用のデータ等が運転支援部１３
０から入力されることにより、各画像データに対応した画像が表示される。
【００４２】
　音声装置１５４は、運転支援部１３０から入力される制御値に基づき、省燃費運転を支
援するための制御値としてアクセルのオフやブレーキのオン等を促す運転支援用の信号等
が運転支援部１３０から入力されることにより、同信号に応じた音声案内が行われる。
【００４３】
　なお、本実施の形態では、上記車載通信機１１０、入力部１２０、運転支援部１３０、
及び運転支援要素１５０によって上記運転支援装置が構成される。
　次に、本実施の形態の運転支援装置による運転支援手順について図２を参照して説明す
る。
【００４４】
　図２に示すように、ステップＳ１００ではまず、運転支援の対象となる車両Ｃと同車両
Ｃに後続する後続車両との無線通信を通じて、後続車両の走行情報が取得される。これに
より、運転支援部１３０にて、後続車両の走行速度、加速度、及び車両Ｃと後続車両との
車間距離等が認識される。
【００４５】
　そして、運転支援部１３０は、同取得した後続車両の走行情報をもとに、例えば、同後
続車両の走行速度が所定の走行速度以内であるとき、または、後続車両の加速度の変化量
や車両Ｃと同後続車両との車間距離の変化量が所定の範囲内にあるとき、後続車両にて省
燃費運転が行われていると認識する（ステップＳ１０１：ＹＥＳ）。また、運転支援部１
３０は、入力部１２０から入力される情報に基づき、車両Ｃのドライバ等により「運転支
援モード」が選択されているか否か、すなわちドライバによる運転支援の要求があったか
否かを判定する（ステップＳ１０２）。
【００４６】
　この結果、運転支援の対象とする車両Ｃの後続車両にて省燃費運転が行われており、か
つ、同車両Ｃにて「運転支援モード」が選択されていると（ステップＳ１０２：ＹＥＳ）
、同車両Ｃにて省燃費運転を実行するための運転支援要素１５０の制御値が求められる（
ステップＳ１０３）。こうして、この求められた制御値のもとに、例えば、エンジン制御
装置１５１やブレーキ制御装置１５２による補助的な制動力の付与を通じた減速支援や自
動運転を通じた減速支援が実行される。また、例えば、表示装置１５３や音声装置１５４
を通じた画像案内や音声案内等が実行される（ステップＳ１０４）。
【００４７】
　その後、運転支援の対象となる車両Ｃの進行方向前方に先行車両が存在していると、同
車両Ｃにて省燃費運転が実行されている旨を示す情報が同先行車両に送信される（ステッ
プＳ１０５）。これにより、先行車両では、運転支援の対象となる車両Ｃにて省燃費運転
が実行されている旨が認識され、例えば、本実施の形態の車両Ｃと同様、進行方向後方に
後続する後続車両の運転支援態様等を踏まえた運転支援が行われるようになる。
【００４８】
　一方、ステップＳ１０１にて、運転支援の対象となる車両Ｃの後続車両にて省燃費運転
が行われていない旨判定されたときには、運転支援部１３０による運転支援が実行されな
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いこととなる。また、ステップＳ１０２にて、車両Ｃの入力部１２０を通じて「非運転支
援モード」が選択されている旨判定されたときにも、運転支援部１３０による運転支援が
実行されないこととなる。
【００４９】
　以下、本実施の形態の運転支援装置の作用について図３を参照して説明する。
　図３に示すように、運転支援の対象とする車両Ｃが、例えば青現示となっている信号機
ＡＳを有する交差点Ａ１に向かって進行していたとする。また、同車両Ｃの進行方向前方
に存在する先行車両Ｃｆと、同車両Ｃの進行方向後方に存在する１台の後続車両Ｃｒとが
、それぞれ交差点Ａ１に向かって進行していたとする。
【００５０】
　ここで、図３に示されるように各車両Ｃｆ、Ｃ、Ｃｒが進行方向に順に列をなして走行
しているときには、各車両Ｃｆ、Ｃ、Ｃｒの進行方向前方に存在する各車両の走行状態が
それらに後続する車両の走行状態に影響を与えることとなる。そして、例えば、車両Ｃに
て例えば緩やかな減速操作や加速操作等の省燃費運転が行われたときには、その後続車両
Ｃｒのドライバにも緩やかな減速操作や加速操作が強いられることとなる。
【００５１】
　そこで、本運転支援装置が搭載される車両Ｃでは、運転支援に際し、同車両Ｃに後続す
る後続車両Ｃｒの走行情報が、当該車両Ｃと後続車両Ｃｒとの間での無線通信を通じて取
得される。これにより、車両Ｃに搭載された運転支援部１３０では、例えば、後続車両Ｃ
ｒの走行速度、車両Ｃと後続車両Ｃｒとの車間距離、及び後続車両Ｃｒの加速度等を把握
することが可能となる。そして、運転支援部１３０は、これら把握した後続車両Ｃｒの走
行速度、車両Ｃと後続車両Ｃｒとの車間距離、及び後続車両Ｃｒの加速度の少なくとも１
つをもとに、後続車両Ｃｒにて省燃費運転が実行されているか否かを判定する。すなわち
、運転支援部１３０は、同運転支援部１３０による運転支援を実行したとしても、当該車
両Ｃの走行状態が後続車両Ｃｒの走行状態に影響を及ぼすことがないかを判定する。また
、運転支援部１３０は、運転支援の対象とする車両Ｃのドライバが運転支援を要求してい
るか否かを、入力部１２０に対する選択結果を通じて判定する。
【００５２】
　そして、後続車両Ｃｒにて省燃費運転が実行されており、かつ、入力部１２０を介して
「運転支援モード」が選択されているとき、運転支援部１３０は、運転支援要素１５０を
通じた運転支援を実行する。ここでの例では、例えば、車両Ｃの進行方向前方に存在する
信号機ＡＳの手前に設けられた光ビーコンアンテナ１１１と上記車載通信機１１０との無
線通信を通じて、同信号機ＡＳの信号サイクルや同信号機ＡＳまでの距離を示す情報が取
得される。そして、運転支援部１３０は、この取得した情報に基づき、車両Ｃが信号機Ａ
Ｓが設けられた交差点Ａ１に到達するときに信号機ＡＳの現示が青現示から赤現示に推移
すると予測すると、同交差点Ａ１の手前から所定の位置に車両Ｃが到達した時点で、例え
ば上記表示装置１５３や音声装置１５４を介した減速案内を行う。これにより、車両Ｃで
は、信号機ＡＳの現示の変化を予期した早めのアクセルオフ等が行われるようになり、経
済性の高い減速・停止動作が行われることとなる。
【００５３】
　一方、後続車両Ｃｒにて省燃費運転が実行されていないときには、運転支援部１３０は
運転支援要素１５０を通じた運転支援を実行しない。このため、後続車両Ｃｒにて省燃費
運転が実行されていることを条件に運転支援部１３０による運転支援が実行されることと
なり、後続車両Ｃｒに配慮した運転支援が行われることとなる。これにより、運転支援部
１３０による運転支援を実行可能としつつも、運転支援の対象とする車両Ｃに後続する後
続車両Ｃｒの円滑な走行が促されるようになる。また同様に、運転支援部１３０は、入力
部１２０を介して「運転支援モード」が選択されていないとき、すなわち「非運転支援モ
ード」が選択されているときには、運転支援要素１５０を通じた運転支援を実行しない。
このため、例えば車両Ｃのドライバ運転支援を選択していることを条件に運転支援が実行
されることとなり、後続車両Ｃｒのみならず運転支援の対象とする車両Ｃのドライバ等の
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意思も反映された運転支援が行われるようになる。
【００５４】
　また、本実施の形態の運転支援部１３０は、同運転支援部１３０による運転支援の実行
状態を示す情報を、同運転支援部１３０が搭載される車両Ｃの先行車両Ｃｆに送信する。
これにより、この情報が送信される先行車両Ｃｆでは、同先行車両Ｃｆに後続する車両Ｃ
の走行状態を加味した上で、運転支援部１３０が搭載されている車両Ｃと同様に省燃費運
転等を実行することが可能となる。
【００５５】
　以上説明したように、本実施の形態にかかる運転支援装置によれば、以下の効果が得ら
れるようになる。
　（１）運転支援の対象とする車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒの走行情報を取得し、この
取得した走行情報に基づき後続車両Ｃｒの走行状態を識別した。そして、この識別した後
続車両Ｃｒの走行状態を加味して、先行する当該車両Ｃに対する運転支援を行うこととし
た。このため、後続車両Ｃｒの走行状態が、先行する当該車両Ｃとの関係で経済性を向上
可能な運転支援の実行に適した走行状態となっているときに、同車両Ｃに対して経済性を
向上可能な運転支援が実行される。これにより、後続車両Ｃｒに配慮した運転支援が実行
されるようになり、運転支援の対象とする車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒについてもその
円滑な走行を促すことが可能となる。
【００５６】
　（２）上記後続車両Ｃｒの走行情報として、同後続車両Ｃｒが経済性の高い走行状態に
あるか否かを示す情報を取得した。このため、運転支援部１３０は、例えば、後続車両Ｃ
ｒから取得された走行情報の参照を通じて同後続車両Ｃｒが経済性の高い走行状態にある
と識別できたことをもって、運転支援の対象とすべき車両Ｃに対する運転支援を実行する
ことが可能となる。
【００５７】
　（３）上記後続車両Ｃｒの走行情報として、同後続車両Ｃｒと運転支援の対象とする車
両Ｃとの車間距離、及び後続車両Ｃｒの走行速度、及び後続車両Ｃｒの加速度を示す情報
を同後続車両Ｃｒから取得することとした。これにより、経済性を向上し得る運転支援の
実行の可否を、運転支援の対象とする車両Ｃと後続車両Ｃｒとの車間距離、後続車両Ｃｒ
の走行速度、及び後続車両Ｃｒの加速度の観点から決定することが可能となる。
【００５８】
　（４）上記運転支援部１３０による運転支援を、運転支援の対象とする車両Ｃに後続す
る後続車両Ｃｒから取得された走行情報に基づき、同後続車両Ｃｒが経済性の高い走行状
態にあると識別できたことを条件に実行した。これにより、後続車両Ｃｒにて経済性が考
慮された車両操作が行われていないときには、上記運転支援部１３０による運転支援は実
行されず、同運転支援に伴って後続車両Ｃｒの走行状態を変化させることもない。また、
これにより、上記運転支援部１３０による運転支援時には、運転支援の対象とする車両Ｃ
と同車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒとの双方にて経済性の高い車両操作が促されるように
なり、後続車両Ｃｒを含めた経済性の向上や交通流の円滑化が図られるようになる。
【００５９】
　（５）運転支援の対象となる車両Ｃに、上記運転支援部１３０による経済性の向上に寄
与する運転支援を実行するか否かを選択的に入力可能な入力部１２０を設けることとした
。そして、この入力部１２０を通じて経済性の向上に寄与する運転支援が選択されている
ことを条件として、経済性の向上に寄与する運転支援を実行することとした。これにより
、後続車両Ｃｒの走行状態のみならず、運転支援の対象とする車両Ｃのドライバ等の意図
も加味した運転支援の提供が可能となる。また、上記（４）との相乗効果として、運転支
援の対象とすべき車両Ｃのドライバ等と、同車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒのドライバと
の双方の意図に沿った運転支援が実行されるようになる。
【００６０】
　（６）上記走行情報取得部を、運転支援の対象とする車両Ｃに搭載された車載通信機１
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１０によって構成した。そして、当該車両Ｃに搭載された車載通信機１１０と後続車両Ｃ
ｒに搭載された車載通信機との間での無線通信を通じて、後続車両Ｃｒの走行情報を取得
することとした。これにより、運転支援の対象とする車両Ｃでは、例えば、限定された必
要最小限の通信範囲にて通信が成立した車両から走行情報を受信するだけでよく、通信範
囲の縮小化が図られるようになるとともに、当該車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒを容易に
特定することができるようになる。
【００６１】
　（第２の実施の形態）
　以下、本発明にかかる運転支援装置を具体化した第２の実施の形態について図４～図６
を参照して説明する。なお、この第２の実施の形態は、運転支援の対象となる車両Ｃに後
続する後続車両が複数台存在するときに各後続車両の走行状態を加味した運転支援を行う
ものであり、その基本的な構成は先の第１の実施の形態と共通になっている。よって、先
の図１、３に示した各要素と同一の要素についてはそれぞれ同一の符号を付して示してお
り、それら要素についての重複する説明は割愛する。
【００６２】
　図４は、先の図１に対応する図として、この第２の実施の形態にかかる運転支援装置の
概略構成を示したものである。
　図４に示すように、本実施の形態の運転支援部１３０Ａは、実行可能な運転支援のレベ
ルとして複数の運転支援レベルを有している。この運転支援部１３０Ａの運転支援レベル
は、例えば、同運転支援部１３０Ａによる減速支援を通じて車両Ｃのアクセルオフが誘導
されてから、同車両Ｃが交差点等の手前に設けられた停止位置で停止するときの走行速度
に基づきレベル分けされている。ここでの例では、例えば、運転支援の実行後、車両Ｃが
交差点等の手前に設けられた停止位置付近に到達するときの走行速度が制限速度の「１／
５」、「２／５」、「３／５」、「４／５」であるとき、それぞれ運転支援レベル「４」
、「３」、「２」、「１」として規定される。すなわち、停止位置に向かう車両Ｃの走行
速度を同停止位置付近で円滑に停止可能な速度にまで減速可能な運転支援ほど、精度が高
いとして運転レベルが高いものとして取り扱われる。
【００６３】
　また、運転支援部１３０Ａの運転レベルは、例えば、車両Ｃの走行環境に応じて運転支
援態様を動的に変更可能な運転支援ほど、運転支援レベルが高いとして規定される。ここ
での例では、運転支援レベルが高い運転支援として、例えば、車両Ｃが下り坂を走行して
いるときには、同車両Ｃに働く重力によりアクセルオフとされた状態でも車両Ｃの走行速
度が制限速度を超えるような状況下では、省燃費運転が既に実現されているとして減速案
内等を行わない等の動的な制御が可能な支援態様が規定されている。一方、車両Ｃの走行
環境に拘わらず一定の支援が実行される運転支援ほど、運転支援レベルが低いものとして
規定されている。
【００６４】
　また、本実施の形態の運転支援選択演算部１３１は、車載通信機１１０と車両Ｃに後続
する複数台の後続車両との無線通信を通じて取得された各走行情報に基づき、各後続車両
の運転レベルを識別する運転レベル識別部１３１ａを備えている。この運転レベル識別部
１３１ａは、車両Ｃに後続する複数台の後続車両から各々の走行情報を取得し、この取得
した走行情報をもとに、各後続車両の中で車両操作の経済性に基づく運転レベルが最も低
い後続車両を特定する。なお、本実施の形態の走行情報の取得対象としては、例えば、車
両Ｃに後続する全ての後続車両や、予め定められた台数の後続車両、車両Ｃを中心とした
所定のエリアを走行する後続車両等が挙げられる。
【００６５】
　そして、本実施の形態の運転支援選択演算部１３１は、運転レベル識別部１３１ａにて
識別された後続車両の運転レベルと運転支援部１３０Ａに予め規定された運転レベルとを
照合する。こうして、運転支援選択演算部１３１は、運転レベル識別部１３１ａにて識別
された後続車両の運転レベルと共通もしくは近似する運転レベルを、運転支援部１３０Ａ
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に予め規定された運転レベルの中から特定する。その後、運転支援選択演算部１３１は、
この特定した運転レベルに基づく運転支援を、上記運転支援要素１５０を通じて実行する
。
【００６６】
　次に、本実施の形態の運転支援装置による運転支援レベルの決定手順について図５を参
照して説明する。
　図５に示すように、ステップＳ２００ではまず、運転支援の対象となる車両Ｃと同車両
Ｃに後続する複数台の後続車両との無線通信を通じて、各々の後続車両の走行情報が取得
される。これにより、運転支援部１３０Ａにて、各後続車両の走行速度、加速度、車両Ｃ
と各後続車両との車間距離や各後続車両間の車間距離等が認識される。
【００６７】
　そして、同取得した各後続車両の走行情報をもとに、例えば、各後続車両の走行速度の
推移、各後続車両の加速度の変化量の推移、及び車両Ｃと各後続車両との車間距離の推移
の少なくとも１つに基づき、経済性に基づく運転レベルが後続車両毎に各々判定される（
ステップＳ２０１）。
【００６８】
　その後、運転レベルの判定を行った後続車両の中で、経済性に基づく運転レベルが最も
低い後続車両が特定され（ステップＳ２０２）、この特定された運転レベルが運転支援の
対象とする車両Ｃにて実行すべき運転支援のレベルに設定される（ステップＳ２０３）。
これにより、運転支援部１３０Ａでは、この設定されたレベルに応じた運転支援が行われ
ることとなる。
【００６９】
　以下、本実施の形態の運転支援装置の作用について図６を参照して説明する。
　図６は、先の図３に対応する図として、この第２の実施の形態にかかる運転支援装置の
適用例を示したものである。
【００７０】
　図６に示すように、運転支援の対象とする車両Ｃが、例えば青現示となっている信号機
を有する交差点等に向かって進行していたとする。また、同車両Ｃの進行方向後方には、
複数台の後続車両Ｃｒ１～Ｃｒｎが後続していたとする。
【００７１】
　ここで、本実施の形態の運転支援部１３０Ａは、車両Ｃに対する運転支援に際し、同車
両Ｃに後続する各後続車両Ｃｒ１～Ｃｒｎの走行情報をそれら後続車両Ｃｒ１～Ｃｒｎと
の無線通信を通じて取得する。
【００７２】
　そして、運転支援部１３０Ａは、各後続車両Ｃｒ１～Ｃｒｎから取得した走行速度、加
速度、車間距離等を示す走行情報をもとに、それら後続車両Ｃｒ１～Ｃｒｎの運転レベル
を省燃費運転の観点から識別する。すなわち、運転支援部１３０Ａは、経済性の高い車両
操作が行われている後続車両ほど運転レベルが高い状態にあると識別する。
【００７３】
　こうして、運転支援部１３０Ａは、例えば、後続車両Ｃｒ１、Ｃｒ２、Ｃｒ３、Ｃｒｎ
の運転レベルをそれぞれ運転レベル「２」、「１」、「３」、「２」として識別すると、
同識別した運転レベルの中で運転レベルが最小となる後続車両Ｃｒ２を特定する。その後
、運転支援部１３０Ａは、この特定した後続車両Ｃｒ２の運転レベルに従って、運転支援
の対象とする車両Ｃにおける運転支援レベルを、運転レベル「１」に設定し、同設定した
運転レベルに基づく運転支援を実行する。この結果、車両Ｃや各後続車両Ｃｒ１～Ｃｒｎ
の経済性に基づく運転レベルが相違したとしても、各後続車両Ｃｒ１～Ｃｒｎの中で最も
経済性に基づく運転レベルの低い、換言すれば、経済性よりも円滑な走行を優先した後続
車両Ｃｒ２に、運転支援の対象とする車両Ｃに対する運転支援レベルが追従されるように
なる。これにより、運転支援の対象とする車両Ｃに対する運転支援を行いつつも、経済性
に基づく後続車両Ｃｒ２をはじめとする後続車両Ｃｒ１～Ｃｒｎの円滑な走行が促される
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ようになる。
【００７４】
　以上説明したように、本実施の形態にかかる運転支援装置によれば、前記（１）～（６
）の効果が得られるとともに、さらに以下の効果が得られるようになる。
　（７）運転支援の対象とする車両Ｃに後続する複数台の後続車両Ｃｒ１～Ｃｒｎから各
々の走行情報を取得することとした。そして、取得した走行情報をもとに、それら複数台
の後続車両Ｃｒ１～Ｃｒｎの中で経済性に基づく運転レベルが最小となる車両を特定し、
この特定した車両の運転レベルに追従する態様で運転支援の対象とすべき車両Ｃに対する
運転支援を実行した。これにより、運転支援の対象とする車両Ｃに複数台の後続車両Ｃｒ
１～Ｃｒｎが存在する場合であれ、また、各後続車両Ｃｒ１～Ｃｒｎの運転レベルが相違
する場合であれ、それら後続車両Ｃｒ１～Ｃｒｎの円滑な走行が促されるようになる。
【００７５】
　（第３の実施の形態）
　以下、本発明にかかる運転支援装置を具体化した第３の実施の形態について図７を参照
して説明する。なお、この第３の実施の形態は、運転支援の対象とする車両とその後続車
両との間での走行情報の授受を間接的に行うものであり、その基本的な構成は先の第１の
実施の形態と共通になっている。よって、先の図１、３に示した各要素と同一の要素につ
いてはそれぞれ同一の符号を付して示しており、それら要素についての重複する説明は割
愛する。
【００７６】
　図７は、先の図３に対応する図として、この第２の実施の形態にかかる運転支援装置の
適用例を示したものである。
　図７に示すように、本実施の形態の形態では、運転支援の対象とする車両Ｃと、同車両
Ｃに後続する例えば一台の後続車両Ｃｒとの間での走行情報の授受が、道路上を走行する
各車両の走行情報が収集されるセンター２００との間での無線通信を介して実行される。
【００７７】
　すなわち、車両Ｃに搭載された運転支援部１３０は、同車両Ｃに対する運転支援に際し
、後続車両Ｃｒの走行情報をセンター２００に問い合わせる。センター２００は、車両Ｃ
から問い合わせがあると、同車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒから収集した同後続車両Ｃｒ
の走行情報を車両Ｃに配信する。
【００７８】
　そして、車両Ｃに搭載された運転支援部１３０は、車載通信機１１０を介して、センタ
ー２００から配信された後続車両Ｃｒの走行情報を取得する。その後、運転支援部１３０
は、この取得した走行情報をもとに先の第１の実施の形態と同様、上記運転支援要素１５
０を通じた運転支援を実行する。
【００７９】
　以上説明したように、本実施の形態にかかる運転支援装置によれば、前記（１）～（５
）の効果が得られるとともに、前記（６）に代えて以下の効果が得られるようになる。
　（６Ａ）運転支援の対象とする車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒの走行情報を、車両の走
行情報が収集されるセンター２００との無線通信を通じて取得することとした。これによ
り、運転支援の対象とする車両Ｃは、上記運転支援部１３０による運転支援を実行する上
で上記センター２００との間での無線通信を行うだけでよく、不特定多数に存在する車両
との通信を行う必要もない。
【００８０】
　（他の実施の形態）
　なお、上記各実施の形態は、以下のような形態をもって実施することもできる。
　・上記各実施の形態では、運転支援の対象とする車両Ｃの進行方向前方を走行する先行
車両Ｃｆに、車両Ｃでの運転支援の実行状況を示す情報を送信した。これに限らず、運転
支援の対象とする車両Ｃでは、後続車両の走行情報を取得するのみで、同車両Ｃの運転支
援の実行状況を示す情報の送信を行わないことも可能である。あるいは、例えば、運転支
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援の対象とする車両Ｃの先行車両Ｃｆから要求があったときにのみ、同車両Ｃの走行情報
や運転支援の実行状況を示す情報を先行車両Ｃｆに送信することも可能である。
【００８１】
　・上記第２の実施の形態では、運転支援部１３０Ａによる運転支援のレベルを、後続車
両の車両操作の経済性に基づく運転レベルに応じて、複数の運転支援レベルの中から決定
した。これに限らず、こうした運転支援部１３０Ａによる複数段階の運転支援レベルを、
入力部１２０を通じて車両Ｃのドライバ等により選択可能な構成とすることもできる。こ
の場合には、例えば、入力部１２０を通じて選択された運転支援レベルと、後続車両の車
両操作の経済性に基づく運転レベルが共通もしくは近似するとき、運転支援の対象とする
車両Ｃでの運転支援を実行するようにしてもよい。またこの他、運転支援の対象とする車
両Ｃに後続する後続車両が一台であったときには、同後続車両の車両操作の経済性に基づ
く運転レベルに追従する態様で上記運転支援部１３０Ａによる運転支援を実行するように
してもよい。
【００８２】
　・上記第３の実施の形態では、一台の後続車両Ｃｒが存在するときの運転支援態様を例
示した。これに限らず、先の第２の実施の形態と同様、運転支援の対象とする車両Ｃに後
続する後続車両が複数台存在する場合であれ、それら各後続車両の走行情報をセンター２
００に収集させるようにしてもよい。この場合には、運転支援に際しては、運転支援の対
象とする車両Ｃに後続する複数台の後続車両の各走行情報が、センター２００から車両Ｃ
に対して配信される。そして、車両Ｃでは、この取得された各後続車両の各走行情報をも
とに運転支援が行われることとなる。これにより、前記（７）の効果が得られるとともに
、複数台の後続車両の複数の走行情報をセンター２００にて一括管理することが可能とな
る。
【００８３】
　・上記各実施の形態では、上記運転支援として、エンジン制御装置１５１やブレーキ制
御装置１５２を通じた運転支援と、表示装置１５３や音声装置１５４を通じた運転支援と
を別々に実行した。これに限らず、例えば、エンジン制御装置１５１やブレーキ制御装置
１５２を通じた運転支援と、表示装置１５３や音声装置１５４を通じた運転支援とを同時
に行うようにしてもよい。この場合には、運転支援に際しては、例えば、音声や画像を介
した減速案内が行われるとともに、エンジン制御装置１５１によるエンジン停止等が同時
に行われるようになる。
【００８４】
　・上記各実施の形態では、上記運転支援要素１５０を、エンジン制御装置１５１、ブレ
ーキ制御装置１５２、表示装置１５３、及び音声装置１５４の４つの要素によって構成し
た。これに限らず、それらエンジン制御装置１５１、ブレーキ制御装置１５２、表示装置
１５３、及び音声装置１５４の少なくとも１つによって運転支援要素を構成するようにし
てもよい。またこの他、運転支援要素としては、車両Ｃの運転を支援可能な手段であれば
よく、任意の手段を用いることができる。
【００８５】
　・上記各実施の形態では、上記車載通信機１１０を介して、運転支援の対象とする車両
Ｃに後続する後続車両Ｃｒの走行情報を取得し、この取得した走行情報に基づく運転支援
を実行した。これに限らず、例えば、運転支援の対象とする車両Ｃに車載カメラやミリ波
レーダ等の車両Ｃの周辺情報を取得する手段を備える構成とし、それら車載カメラやミリ
波レーダ等の手段によって取得される車両Ｃの周辺情報に基づき運転支援を実行するよう
にしてもよい。この場合には、車載カメラやミリ波レーダ等にて取得される周辺情報に基
づき、例えば車両Ｃの周辺を走行する車両の存在の有無や、周辺車両の相対速度、周辺車
両と車両Ｃとの車間距離等の要素が検出される。そして、車両Ｃでは、それら検出された
各要素に基づく運転支援が実行されることとなる。なおこの場合には、これら車載カメラ
やミリ波レーダ等によって上記走行情報取得部が構成されることとなる。
【００８６】
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　・上記各実施の形態では、入力部１２０に対する選択入力を通じて運転支援の実行の要
否を選択可能とした。これに限らず、例えば先の第２の実施の形態のように、複数のレベ
ルの運転支援を実行可能なときには、入力部１２０に対する選択入力を通じて運転支援レ
ベルを選択可能な構成としてもよい。この場合には、運転支援の対象とする車両Ｃのドラ
イバ等の意図をさらに反映させた運転支援が実行されるようになる。またこの他、入力部
１２０を割愛する構成とし、運転支援の対象とする車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒから取
得される走行情報のみに基づいて運転支援の実行の可否を決定するようにしてもよい。
【００８７】
　・上記各実施の形態では、上記運転支援部１３０による運転支援を、運転支援の対象と
する車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒが経済性の高い走行状態にあると識別できたことを条
件として実行した。この他、運転支援の対象とする車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒの走行
状態を加味して運転支援部１３０による運転支援を実行するものであればよく、例えば、
当該車両Ｃと後続車両Ｃｒとの車間距離が極端に短いか否か等を基準として、運転支援の
要否を決定するようにしてもよい。
【００８８】
　・上記各実施の形態では、運転支援の対象とする車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒの走行
情報として、同後続車両Ｃｒの走行速度、加速度、及び同後続車両Ｃｒと車両Ｃとの車間
距離を示す情報を取得することとした。これに限らず、後続車両Ｃｒから取得する走行情
報とは、後続車両Ｃｒの走行速度、加速度、同後続車両Ｃｒと車両Ｃとの車間距離のいず
れかを示す情報であってもよい。なお、車両Ｃと同車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒとの車
間距離を示す情報に基づいた運転支援に際しては、例えば、同情報にて示される車間距離
が車両Ｃの走行状態が後続車両Ｃｒの走行状態に影響を与えない距離であるか否かを基準
として、車両Ｃに対する運転支援の要否を決定することも可能である。これにより、運転
支援の対象とする車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒが存在したとしても、それらの車間距離
が十分に確保されているときには、後続車両Ｃｒの円滑な走行を維持したまま車両Ｃに対
する運転支援を実行することが可能となる。
【００８９】
　・上記各実施の形態では、運転支援の対象とする車両Ｃに対する運転支援の可否を、同
車両Ｃに後続する後続車両Ｃｒから取得した走行速度、加速度、車間距離等を示す情報に
基づいて決定した。これに限らず、例えば、各種運転支援を実行可能な装置が後続車両Ｃ
ｒに搭載されているとき、この装置による運転支援態様を示す情報を同後続車両Ｃｒから
取得することも可能である。この場合には、後続車両Ｃｒでの運転支援態様を示す情報に
基づき、後続車両Ｃｒにて運転支援が実行されているかを容易に識別することが可能とな
る。これにより、車両Ｃでの演算負荷の軽減が図られるようになり、円滑な運転支援が促
されるようになる。
【００９０】
　・上記後続車両Ｃｒから取得する走行情報として、後続車両Ｃｒの走行速度、加速度、
同後続車両Ｃｒと車両Ｃとの車間距離の少なくとも１つを示す情報を取得することとした
。これに限らず、後続車両Ｃｒから取得される走行情報とは、同後続車両Ｃｒが経済性の
高い走行状態にあるか否かを示す情報であればよく、例えば、後続車両Ｃｒの減速度を示
す情報や後続車両Ｃｒの単位時間当たりの燃料消費量（燃費）を示す燃費情報等であって
もよい。この場合であれ、これら走行情報にて示される後続車両Ｃｒの燃費に基づく運転
支援を実行することで、運転支援の対象とする車両Ｃの進行方向後方を走行する後続車両
Ｃｒに配慮した運転支援を実行することが可能となる。また例えば、後続車両Ｃｒの走行
情報として、同後続車両Ｃｒが交差点等の停止位置に停止するまでの走行速度の推移を示
す情報を、運転支援の対象とする車両Ｃと後続車両Ｃｒとの間で授受するようにしてもよ
い。そして、この走行情報をもとに、例えば、後続車両Ｃｒに再度加速させる必要のない
ようなタイミングで燃費の向上に寄与する運転支援を実行するようにしてもよい。この場
合には、後続車両Ｃｒの走行パターンを加味した高精度な運転支援が実現されるようにな
る。
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【００９１】
　・上記各実施の形態では、上記運転支援装置による運転支援として、車両操作にかかる
経済性を向上可能な運転支援を実行することとした。これに限らず、上記運転支援として
は、例えばビークル・スタビリティ・コントロール等の制御を行うことも可能である。こ
の場合であれ、運転支援対象とする車両Ｃの後続車両Ｃｒの走行状態を踏まえた運転支援
が実行されることにより、後続車両Ｃｒの円滑な走行が促されるようになる。
【００９２】
　・上記各実施の形態では、上記運転支援装置による運転支援として、運転支援の対象と
する車両が走行中であることを前提とした。これに限らず、例えば、交差点等で停止して
いる車両が発進する際にも、運転支援対象とする車両に後続する車両の発進状態を加味し
た運転支援を行うようにしてもよい。これにより、車両の発進時においても、後続車両の
円滑な発進動作（走行）を促すことが可能となる。
【符号の説明】
【００９３】
　１１０…車載通信機、１１１…光ビーコンアンテナ、１２０…入力部、１３０、１３０
Ａ…運転支援部、１３１…運転支援選択演算部、１３１ａ…運転レベル識別部、１３２…
運転支援態様演算部、１４０…道路地図データ、１５０…運転支援要素、１５１…エンジ
ン制御装置、１５２…ブレーキ制御装置、１５３…表示装置、１５４…音声装置、２００
…センター、Ａ１…交差点、ＡＳ…信号機、Ｃ…車両、Ｃｆ…先行車両、Ｃｒ、Ｃｒ１－
Ｃｒｎ…後続車両。

【図１】 【図２】
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